
 

「いじめ」やインターネット・LINE に関するものなど様々な子どもの人権問題 

 

子どもだけでなく大人も相談できます。（全国共通・無料） 

法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は秘密厳守です。 

子どもも大人も 


